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平成   年   月   日 
 

江 東 区 長 
   殿 

 
土地所有者 
 住  所 
 氏  名                  実印 
 電  話 
実務取扱者 
 住  所 
 氏  名                   印 
 電  話 
 (担当者 ) 

 

区 有 地 境 界 確 定 申 請 書 
私所有の下記土地と隣接する区有地との境界（地図朱線の箇所）を協議し、確定のうえ

土地境界図の取り交わしについてお願いします。 
 
記 

 
土地の所在・地番   江東区              番 
添付書類 (1) 印鑑証明書 

 (2) 資格証明書 (法人の場合) 

 (3) 相続を証する書面 (相続人による申請の場合) 

 (4) 法定代理人を証する書面 (法定代理人による申請の場合) 

 (5) 信託原本写 (申請地が信託財産の場合) 

 (6) 地図 (公図) 写 

 (7) 申請地に係る登記事項証明書 

 (8) 現地案内図 

 (9) その他参考資料 

 
注意事項 
・ 区有地であることを確認のうえ申請してください。 
・ 既に境界確定が済んでいる箇所は､改めて境界確定を行う必要がありませんので､事前

に境界確定の有無を調査のうえ申請してください。 
・ 申請書の記入及び添付書類の作成についての注意事項は３面にあります。 



 2

土 地 調 書 

資 料 名 資料番号等 調査した場所 備 考 

    

    

    

    

    

 

申 請 目 的 

申請目的 
１ 表示登記関係   ２ 建築確認申請   ３ 開発許可申請   ４ 物納 

５ 売買  ６ 財産保全   ７ 贈与   ８ その他(                     ) 

 

土 地 所 有 者 調 書 
登記簿の住所 

土地所在 地番 地目 地積 
登記 

年月日
所有者名 

現住所 

 (申請者)      
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◎ 申請書の記入及び添付書類の作成にあたっては、以下の事項に注意してください。 
１ 記入事項 

(1) 土地調書 
土地所有者が自らの境界線を主張するための必要な資料を調査し、記入してください。 

(2) 申請目的 
申請者は、該当する申請目的の番号に○を付けてください。複数の申請の申請目的がある場合は、

該当する番号にそれぞれ○を付けてください。 
(3) 土地所有者調書 
申請地（箇所）の両隣の土地について土地登記簿等を調査し、記入してください。 
なお、土地所有者が多いため、記入欄に記入しきれない場合は、同じ様式で調書を作成し添付し

てください。 
２ 添付書類 

(1) 印鑑証明書 
発行日から３ヶ月以内のものを添付してください。 

(2) 資格証明書（法人の場合） 
発行日から３ヶ月以内のものを添付してください。 

(3) 相続を証する書面（相続人による申請の場合） 
相続人による申請の場合は、相続関係説明図を作成し、作成年月日、作成者氏名を記入のうえ添

付し、相続人全員から申請してください。 
なお、既に遺産分割協議が終了し相続人が特定されている場合は、遺産分割協議書の写を添付し、

その相続人から申請してください。 
いずれの場合も、戸籍謄本、本籍記載の住民票、遺産分割協議書（既に遺産分割協議が終了して

いる場合）の原本を持参してください。確認後にお返しします。 
(4) 法定代理人を証する書面 
発行日から３ヶ月以内のものを添付してください。 

(5) 信託原本写 
発行日から３ヶ月以内のものを添付してください。 

(6) 地図（公図）写 
法務局（登記所）備付の地図（以下「公図」という。）を謄写し添付してください。公図は境界

確定に重要な資料ですから、正確に謄写し、公図に着色してある場合はそのとおり着色し、所在、

縮尺、方位、調査年月日を記入してください。 
(7) 申請地に係る登記事項証明書 
発行日から３ヶ月以内のものを添付してください。登記事項証明書に記載されている住所と現住

所が異なる場合は住所移転の経緯が判明できる公的証明書等の資料を添付してください。 
また、申請書の権利関係が複雑な場合は、申請者としての当事者能力を有することを確認できる

書面を持参してください． 
例：親権を証する書面、差押物件に対する債権者の同意書 

    破産管財人選任証書、その他裁判所の審判・判決・和解調書等 
(8) 現地案内図 
住宅地図等に申請地（箇所）を明記した図を添付してください。 
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(9) その他の資料 
必要に応じて、旧公図写、地積測量図等を添付してください。 

※ 印鑑証明書以外の添付書類は、原本を還付することができます。その場合は、写しを添付し、原

本を持参してください。  
 

◎ 申請書提出後は、速やかに担当者と打合せを進めてください。次の事項に該当する場合は、原則と

して協議が成立しなかったものとみなし、申請書はお返しします。 
(1) 申請受理後、３ヶ月を経過しても現地立会いが終わらない場合。 
(2) 立会い終了後、２ヶ月を経過しても区有地境界図の提出がない場合。 
(3) 申請受理後、申請者の要件を欠くことが判明した場合。ただし、売買等により当該土地の所有権
を新たに取得した方が、境界確定の申請の継続を希望し、土地所有者変更届を提出した場合は、協

議を継続することができます。 
 
◎ 境界確定が終了し協議が整った場合は、区有地境界図作成方法に基づき、区有地境界図を作成し、

必要な成果を提出してください。 
 
◎ 区に提出された区有地境界図は、区役所窓口にて、一般に閲覧、写し及び証明の発行を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問合せ先      〒135‐8383江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区土木部管理課境界確定係 
  電話０３（３６４７）９６４１ 

FAX０３（３６４７）８４５４ 


